


「産地表示及び地域団体商標」に係る調査報告書 

 

日 程：平成２９年６月２９日（木） 

場 所：JA丹波ささやま 城東八上営農経済支店 

出席者： JA丹波ささやま職員（２名）、恒田正美、木戸貞一 

 

■調査の目的 

  篠山市は現在、丹波篠山市への市名変更を検討している。その大きな理由の一つが、

丹波と篠山の区別が曖昧になり、丹波篠山がどこのことを指すのかわからなくなって

いるためとされている。また、市名変更の要望を掲げている JA丹波ささやまにおいて

は、農産物の原産地表示が、これまで表示していた丹波篠山が認められなくなり、今

後は兵庫県篠山市産と表示しなければならなくなったことに危機感を抱いているとの

ことで、市長も議会で、産地表示の問題に加えて、この流れは地域団体商標にも影響

を及ぼす可能性があるという認識を示し、これはただごとではないと答弁をしている。 

  このような状況の中、まずは産地表示について、JA丹波ささやまより聞き取りを行い、

これらの問題について見識を深めていくことを目的とする。 

 

■調査の内容 

 ・調査は、JA丹波ささやま職員より聞き取りを行った。 

 

――――――――聞き取り概要―――――――― 

 

  ●産地表示について 

   ・景品表示法の変更に伴い、昨年、農産物の原産地表示を見直す中で、これまで使

用していた「丹波篠山産」を「兵庫県篠山市産」に変更するよう県から指導があ

った。 

   ・表示については、県の農林と保健所が担当している。 



   ・産地表示については、一般的に広く知られる旧国名は使用できるとされているが、

丹波の圏域があまりにも大きいことや全員が知っているか、日本地図にのってい

るか、若い人の認知度はあるかといったことに疑問が示され、結果、自治体名で

ある篠山市産を使用するようにという指導であった。 

   ・２つ以上の自治体をまたぐ旧国名については、地域を特定するのは難しく、県は

基本的にこういった場合指導していく方針のように感じた。 

・国に関しては、県に聞いてくださいというばかりで特に判断は示されなかった。 

   ・県は、曖昧な表示はできるだけ避けたいのではないかと感じている。 

 

 ●産地表示変更の影響について 

   ・基本的にクレーム含め、産地表示変更に伴う影響はないと考えている。 

   ・表示変更に伴う経費はおおよそ１００万円かかった。 

 

 ●地域団体商標について 

   （市は、地域団体商標の次回見直し時期である平成３３年に、現在登録している丹

波篠山黒豆、丹波篠山牛がどちらも使用できなくなるのではないかという見解を

持っていることを伝え、ヒアリングを行った。） 

 



   ・JA としては、なくなるとは聞いていない。 

   ・地域団体商標は、あくまでも商品名であるので、現時点では認められなくなると

いった心配はしていない。 

   ・基本的に、産地表示とは性質を異にすると思っている。 

   ・但し、商標が認められないとなると商品名の書き換えなど、影響は大きいと考え

る。 

 

  ●その他 

   ・JA 丹波ささやまとして市と議会に提出した市名変更の要望については、組合員の

中には複雑な思いを持たれている方もおられ、批判や意見を受けることがある。 

   

■考察 

   今回の調査から、景品表示法については、県は基本的にグレーゾーンを認めない方

針である可能性があると推察される。旧国名の丹波は、京都、兵庫をまたぐ広範囲を

さしており、県の方針がこの通りであれば、今後は、確実に産地が特定される表示を

していく必要がある。 

   この産地表示の変更が果たして商品に影響を及ぼすのかについては、今後の推移を

みる必要があるが、常識的にはそれほど影響があるとは考えにくく、丹波篠山という

表示にこだわっていくべきなのは、地域団体商標であることがわかった。 

   地域団体商標も、市長がいうように今後、丹波篠山という表記が認められなくなる

可能性が高いのか、それとも、あくまでも商品名であり、産地表示とは性質を異にす

るのかは調査が必要であると感じた。 

 




